
第４-２-（２４）関税法，国税通則法等に基づく供託（輸入許可前における貨物の引取の供託）
　 第四号様式（第１３条第１項関係）その他の金銭供託の供託書

法 令 条 項

供

託

の

原

因

た

る

事

実

備

考

供託者
カ ナ
氏 名

カ フ ゛ シ キ カ ゛ イ シ ャ コ ウ ヤ マ シ ョ ウ シ

○ ○ 法 務 局

申 請 年 月 日

供 託 所 の 表 示

平成２８年１１月７日

供

託

者

の

住

所

氏

名

字削除字加入 ／

頁

第 ４ 号様式

印供第３４号（ ）

供託書・ＯＣＲ用

ふたりめからは別紙継続用紙に

記載してください。

別添のとおり

会式株 商山甲社 事

甲県乙市丙町一丁目１番１号

住所

氏名・法人名等

代表者等又は代理人住所氏名

被

供

託

者

の

住

所

氏

名

国

別添のとおり
ふたりめからは別紙継続用紙に

記載してください。

氏名・法人名等

住所

０２００００

↓ 濁点、半濁点は１マスを使用してください。

（注）１.供託金額の冒頭に￥記号を記入してください。なお，供託金額の訂正はできません。

２.本供託書は折り曲げないでください。

（雑）

供託カード番号
（ ）

カードご利用の方は記入してください。

供託により消滅

すべき質権又は
抵当権

反対給付の内容

供託通知書の発送を請求する。

百 十 万 千 百 十 円千億十百

００００００２￥供 託 金 額

受理

年 月 日

印

□供託カード発行

係
員
印

記
録

調
査

受
付

代表取締役 甲 山 太 郎

備考欄記載のとおり

供託者は，○○の輸入に当たり，当該貨物の輸入方法が「輸入許可前貨物引取
り」となり，輸入許可前の貨物の引取について○○税関長の承認を受けるため，
関税額，消費税額及び地方消費税額に相当する金２００万円を担保として供託す
る。

法令条項：関税法第７３条第１項，輸入品に対する内国消費税の徴収等に
関する法律第９条第２項，地方税法第７２条の１００第１項，
関税法第９条の６，関税法施行令第８条の２第１項，
国税通則法第５０条，国税通則法施行令第１６条第１項

官庁の名称：○○税関長

゛

K-YAMAMOTO
長方形

K-YAMAMOTO
タイプライターテキスト
全国の税関官署の長

K-YAMAMOTO
線

K-YAMAMOTO
長方形

K-YAMAMOTO
引き出し線
全国の税関官署の長

K-YAMAMOTO
長方形

K-YAMAMOTO
テキストボックス
代表取締役が直接、
供託書を提出する場合



第４-２-（２４）関税法，国税通則法等に基づく供託（輸入許可前における貨物の引取の供託）
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（注）１.供託金額の冒頭に￥記号を記入してください。なお，供託金額の訂正はできません。

２.本供託書は折り曲げないでください。
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供託者は，○○の輸入に当たり，当該貨物の輸入方法が「輸入許可前貨物引取
り」となり，輸入許可前の貨物の引取について○○税関長の承認を受けるため，
関税額，消費税額及び地方消費税額に相当する金２００万円を担保として供託す
る。
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代理人が供託書を提出する場合

K-YAMAMOTO
タイプライターテキスト
代 表 取  締 役  甲 山太郎

K-YAMAMOTO
長方形

K-YAMAMOTO
タイプライターテキスト
甲県乙市丙町9-9　乙川三郎

K-YAMAMOTO
楕円

K-YAMAMOTO
引き出し線
代理人の住所氏名


